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r7物価_繰越

-                              -                                                

61,130                      10,840                                         

10,152                      16,100                                         

-                              -                                                

34,190                                         

-                                                

-                              -                                                

-                              61,130                                         

-                              5,780                                          

-                              1,348                                          

-                              -                                                

3,024                                          

-                              -                                                

61,130                      

-                              

10,152                      -                                                

-                              -                                                

71,282                      -                                                

-                                                

-                              -                    71,282                                         -                             

総務省

Ａ

Ｂ１ Ｂ３ Ｂ４ Ｂ５

交付対象経費
国のR6補正予算分
（交付限度額①）

（推奨事業メニュー分）

国のR6補正予算分
（交付限度額②）

（令和６年度低所得世帯支
援枠等分）
給付費

国のR6補正予算分
（交付限度額③）

（令和６年度低所得世帯支
援枠等分）
事務費

国のR6補正予算分
（交付限度額④）

（給付支援サービス分）

国のR7予備費分
（交付限度額⑤）

（推奨事業メニュー分）

国のR7補正予算分
（交付限度額⑥）

（推奨事業メニュー分）

その他
（一般財源や補助対

象外経費等）

総事業費に係る
事務費

合計  378,409  372,407  -  61,130  10,152  -  24,846  276,279 6,002 

令和6年度住民税均等割非課税世帯（3万
円）

＋こども加算（2万円）
＋不足額給付

（令和６年度低所得世帯支援枠等）

1 R6_補正 低所得 ○ ○ ○
物価高騰対応重点支援地方
創生臨時給付金(追加給付
金)

Ⅱ．物価高の克服 ○ －  71,568  71,282  -  61,130  10,152  -  286

①物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低
所得の方々の生活を維持する。
②低所得世帯への給付金及び事務費
③R6,R7の累計給付金額
令和６年度住民税均等割非課税世帯　2,269世帯×30千
円、子ども加算　123人×20千円、、定額減税を補足する給
付（うち不足額給付）の対象者　2,741人　(53,500千円）　　の
うちR7計画分
事務費　10,438千円
事務費の内容　　[需用費（事務用品等）　役務費（郵送料
等）　業務委託料　人件費　として支出]
④低所得世帯等の給付対象世帯数（2,269世帯）、定額減税
を補足する給付（うち不足額給付）の対象者数（2,741人）

－ ○ － R7.1 R7.11
対象世帯に対して令和7年8月までに支給
を開始する

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

ホームページ R7補正（地）

（デジタル庁）
給付支援サービス

（R6補正）

2  -  -

令和６年度低所得世帯支援枠等関連の給
付費

（家計急変への横出し等・R6補正）

3  -  -

事務費
（上乗せ・横出し）

4  -  -

R7補正推奨事業メニューのうち
食料品の物価高騰に対する特別加算

（市区町村のみ記載）
5 R7 _補正 推奨事業 ○ ○ ○

物価高騰対策生活支援給付
金（特別加算分）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

①食料品の
物価高騰に
対する特別

加算

④消費下支
え等を通じた
生活者支援

 65,798  65,798  -  65,798  -  -

①物価高騰により生活に影響を受ける生活者に対し、食料
品価格高騰分に対する物価高騰対策生活支援給付金を給
付することで、町民生活を維持する。なお、高齢化率が高
く、町内全域が過疎地域であり商業施設が偏在しているなど
の地域制から、電子クーポンや利用場所の限定される商品
券よりも、利便性が高く、また、迅速に給付ができる現金給
付による支援を予定している。
②対象世帯への給付金
③1世帯当たりの給付額　10,000円
　1人当たりの給付額　　14,000円
　@10,000× 6,898世帯＝ 68,980千円 (A)
　@14,000×14,071人　＝196,994千円 (B)
　(A)＋(B)　　　　　 ＝265,974千円
うち特別加算枠分　65,798千円（交付金充当額65,798千円）
④令和7年12月1日時点で町に住民登録がある者

－ ○ － R8.1 R8.2 R8.4以降
給付対象世帯　 6,898世帯
給付対象人数　14,071　人

② HP、広報誌にて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

ホームページ
町広報誌（お知らせ版）

計画に関する諸条件 キ
　算出の根拠となる事業の確定等の調整の
ために不測の日数を要し、計画を再検討し
た結果、交付対象事業の完了が8月下旬と
なるため

R7補正（地）

市区町村でR7補正①の事業について複数計画している場
合は、１つをNo.５に記入の上それ以外はNo.６以降に記入し
L列で当該推奨事業メニューを選択してください。
都道府県でR7補正①の事業を計画している場合は、NO.6
以降に記入しL列で当該推奨事業メニューを選択してくださ
い。

6 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○
物価高騰対応上水道基本料
金支援（医療施設等）

米国関税措置 ○

⑨推奨事業
メニュー例よ
りも更に効果
があると判断
する地方単
独事業

物価高騰等のコスト上昇分を価格転嫁
することなく事業継続することができ、
事業者等に速やかに直接効果が及ぶ
事業である。

 640  640  640

①重要な事業インフラであり、ほぼ全事業所に普及している
上水道料金を減免し、物価高騰に直面している事業者を支
援する。
②大子町水道事業会計に繰り出し、水道料金のうち基本料
金（メーター使用料、従量料金及び消費税等を除く）の減免
に係る費用
③【事業合計　639,600円】
29戸×一般基本料金1,600円×2ヶ月＝92,800円
2戸×大口1用基本料金7,700円×2ヶ月＝30,800円
12戸×大口2用基本料金14,500円×2ヶ月＝348,000円
3戸×団体用基本料金2,000円×2ヶ月＝12,000円
13戸×学校用基本料金6,000円×2ヶ月＝156,000円
④大子町水道事業と給水契約を結ぶ者のうち、
(1)令和7年7月1日～7月31日の間に量水器検針を受け、令
和7年7月分水道料金が確定した者
(2)令和7年8月1日～8月31日の間に量水器検針を受け、令
和7年8月分水道料金が確定した者
ただし、公共の施設を除く。

－ － － R7.7 R7.8 対象59戸の水道基本料金を減免 ⑦ 事業チラシにて明記済みあるいは予定
医療（光熱費関
係）

ホームページ R7補正（地）

7 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○
物価高騰対応上水道基本料
金支援（中小企業等）

米国関税措置 ○

⑨推奨事業
メニュー例よ
りも更に効果
があると判断
する地方単
独事業

物価高騰等のコスト上昇分を価格転嫁
することなく事業継続することができ、
事業者等に速やかに直接効果が及ぶ
事業である。

 2,586  2,586  2,586

①重要な事業インフラであり、ほぼ全事業所に普及している
上水道料金を減免し、物価高騰に直面している事業者を支
援する。
②大子町水道事業会計に繰り出し、水道料金のうち基本料
金（メーター使用料、従量料金及び消費税等を除く）の減免
に係る費用
③【事業合計　2,585,600円】
478戸×一般基本料金1,600円×2ヶ月＝1,529,600円
25戸×大口1用基本料金7,700円×2ヶ月＝385,000円
23戸×大口2用基本料金14,500円×2ヶ月＝667,000円
1戸×団体用基本料金2,000円×2ヶ月＝4,000円
④大子町水道事業と給水契約を結ぶ者のうち、
(1)令和7年7月1日～7月31日の間に量水器検針を受け、令
和7年7月分水道料金が確定した者
(2)令和7年8月1日～8月31日の間に量水器検針を受け、令
和7年8月分水道料金が確定した者
ただし、公共の施設を除く。

－ － － R7.7 R7.8 対象527戸の水道基本料金を減免 ⑦ 事業チラシにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

ホームページ R7補正（地）

8 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○
物価高騰対応上水道基本料
金支援（生活者）

米国関税措置 ○

⑨推奨事業
メニュー例よ
りも更に効果
があると判断
する地方単
独事業

物価高騰等のコスト上昇分を価格転嫁
することなく事業継続することができ、
生活者等に速やかに直接効果が及ぶ
事業である。

 20,921  20,921  20,921

①重要な生活インフラであり、ほぼ全世帯に普及している上
水道料金を減免し、物価高騰に直面している生活者を支援
する。
②大子町水道事業会計に繰り出し、水道料金のうち基本料
金（メーター使用料、従量料金及び消費税等を除く）の減免
に係る費用
③【事業合計　20,921,000円】
6,315戸×一般基本料金1,600円×2ヶ月＝20,208,000円
35戸×大口1用基本料金7,700円×2ヶ月＝539,000円
6戸×大口2用基本料金14,500円×2ヶ月＝174,000円
④大子町水道事業と給水契約を結ぶ者のうち、
(1)令和7年7月1日～7月31日の間に量水器検針を受け、令
和7年7月分水道料金が確定した者
(2)令和7年8月1日～8月31日の間に量水器検針を受け、令
和7年8月分水道料金が確定した者
ただし、公共の施設を除く。

－ － － R7.7 R7.8 対象6,356戸の水道基本料金を減免 ⑦ 事業チラシにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

ホームページ R7補正（地）

9 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○
物価高騰対応上水道基本料
金支援（水道基本料金減免）
【事務費】

米国関税措置 ○

⑨推奨事業
メニュー例よ
りも更に効果
があると判断
する地方単
独事業

物価高騰等のコスト上昇分を価格転嫁
することなく事業継続することができ、
生活者等に速やかに直接効果が及ぶ
事業である。

 699  699  699

①重要な生活インフラであり、ほぼ全世帯に普及している上
水道料金を減免し、物価高騰等の影響を受けている住民の
日常生活を維持する。
②大子町水道事業会計に繰り出し、水道料金のうち基本料
金（メーター使用料、従量料金及び消費税等を除く）を減免
するために必要な水道料金システム改修にかかる費用
③水道基本料金減免業務委託　【698,500円（税込み）】
　・料金システム減免対応 330,000円
　・検針システム減免対応180,000円
　・諸経費等125,000円
　・消費税63,500円
④大子町水道事業と給水契約を結ぶ者のうち、
(1)令和7年7月1日～7月31日の間に量水器検針を受け、令
和7年7月分水道料金が確定した者
(2)令和7年8月1日～8月31日の間に量水器検針を受け、令
和7年8月分水道料金が確定した者
ただし、公共の施設を除く。

－ － － R7.7 R7.8 対象6,942戸の水道基本料金を減免 ⑦ 事業チラシにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

ホームページ R7補正（地）

10 R7 _補正 推奨事業 ○ ○ ○
物価高騰対策生活支援給付
金

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○
④消費下支
え等を通じた
生活者支援

 206,081  206,081  206,081  -  5,905

①物価高騰により生活に影響を受ける生活者に対し、物価
高騰対策生活支援給付金を給付することで、町民生活を維
持する。なお、高齢化率が高く、町内全域が過疎地域であり
商業施設が偏在しているなどの地域制から、電子クーポン
や利用場所の限定される商品券よりも、利便性が高く、ま
た、迅速に給付ができる現金給付による支援を予定してい
る。
②対象世帯への給付金及び事務費のうち、特別加算枠以
外の部分
③1世帯当たりの給付額　10,000円
　1人当たりの給付額　　14,000円
　@10,000× 6,898世帯＝ 68,980千円 (A)
　@14,000×14,071人　＝196,994千円 (B)
　(A)＋(B)　　　　　 ＝265,974千円
（C）事務費　5,905千円
　事務費の内容　　[需用費（事務用品等）　役務費（郵送料
等）　業務委託料　人件費　として支出]
うち、特別加算枠分65,798千円を差し引いた206,081千円
（交付金充当額206,081千円）

－ ○ － R8.1 R8.1 R8.4以降
給付対象世帯　 6,898世帯
給付対象人数　14,071　人

② HP、広報誌にて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

ホームページ
町広報誌（お知らせ版）

計画に関する諸条件 キ
　算出の根拠となる事業の確定等の調整の
ために不測の日数を要し、計画を再検討し
た結果、交付対象事業の完了が8月下旬と
なるため

R7補正（地）

11 R7 _補正 推奨事業 ○ ○ ○ 学校給食無償化事業
Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

①食料品の
物価高騰に
対する特別
加算

③物価高騰
に伴う子育て

世帯支援
 10,116  4,400  4,400  5,716  -

①町内小中学校の給食に係る食材費への支援を行い給食
費を無償化することにより、物価高騰により影響を受けてい
る保護者の負担軽減に務める。
②学校給食に係る食材費（教職員分を除く。）
③町立小学校6校、中学校1校
　食材賄費（2､3月分）　10､116千円
（交付金充当額4,400千円）
④町立小中学校に通う児童生徒の保護者

－ － － R8.2 R8.2 R8.3
給食費無償化に係るR7年度2，3月分の
食材費として充当
※食材価格高騰分　4,400千円

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

ホームページ R7当初（地）

                                     358,962

国のR6補正分（給付支援サービス分）
交付限度額④　（令和７年７月通知分）

備考3
商品券等を活用した事業を行う場合、Q＆A等

ふまえた対応について記載

小計　交付限度額④

国のR6補正分（給付支援サービス分）
交付限度額④　（令和６年度本省繰越分）

(重点支援地方交付金の追加を踏まえた各省庁の通
知の発出状況に定義されている対象分野)

国のR6補正分（給付支援サービス分）
交付限度額④　（令和７年12月通知分）

備考4
実施状況の公表等について

（HP、広報紙など）
基金 事業始期

事業終期

※可変部分
※この他は変
えられませ

ん。

成果目標（可能な限り定量的指標を設
定）

276,279                    

支援開始時期

※可変部分
※この他は変
えられませ

ん。

国のR6補正等（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③　（今回追加分）

小計　交付限度額③

推奨事業メニューの本省繰越希望額の調整欄

Ｒ

６

経

済

対

策

等

】
差

押

禁

止

法

の

対

象

範

囲

　

※

事

務

連

-                                                            

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

Ｂ２

都道府県・市町村コード（５桁）

令和７年度既配分額
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

給付費　交付限度額②

令和７年３月17日事務連絡に基づく追加分にかかる交付対象経費
※事務連絡は該当団体のみに通知

今回配分予定額
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

事務費　交付限度額③

国のR7予備費分（推奨事業メニュー分）　交付限度額⑤
にかかる交付対象経費

国のR7補正分（推奨事業メニュー分）　交付限度額⑥
にかかる交付対象経費

276,279                                                  

配分予定額計
国のR6補正予算分（推奨事業メニュー分）

交付限度額①

Ｎｏ

今回配分予定額
国のR6補正予算分（推奨事業メニュー分）

交付限度額①

国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③にかかる交付対象経費

-                                                            

臨時の措置であ
ることが分かる
事業名称として

いる

国

の

予

算

年

度

Ｃ

（単位：千円）

10,152                                                    

令和７年度既配分額
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

事務費　交付限度額③
令和７年度既配分額

国のR6補正予算分（給付支援サービス分）
交付限度額④

今回配分予定額
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

給付費　交付限度額②
今回配分予定額

国のR6補正等予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②

今回配分予定額
国のR6補正予算分（給付支援サービス分）

交付限度額④

11,401                     
令和７年度既配分額

国のR6補正予算分（推奨事業メニュー分）
交付限度額①

交付対象経費(地方単独事業費)
（R7経済対策分）

24,846                                                    

交付対象経費(地方単独事業費)
（その他）

令和７年度既配分額
国のR7予備費分（推奨事業メニュー分）

交付限度額⑤
令和７年度既配分額

国のR7補正分（推奨事業メニュー分）
交付限度額⑥

今回配分予定額
国のR7予備費分（推奨事業メニュー分）

交付限度額⑤

移替先

10,152                                         

特定事業者等
支援

個人を対象と
した給付金等

自治体での予算区分
国の重点支援地方交付金が活用されている旨

の明記

備考1のサブカテゴリ―
M～O列を記入している場合のみ 【R7補正のみ】

備考2
「農林水産・食品分
野」「中小企業・小
規模事業者の賃上げ
環境整備」における

細分化項目

※記載は不要

備考5
(事業の終期が令和8年3月を超えることが

見込まれる場合、その事情)

※可変部分
※この他は変えられません。

備考1
(重点支援地方
交付金の追加を
踏まえた各省庁
の通知の発出状
況に定義されて
いる対象分野)

エネル
ギー・食料
品価格等の
物価高騰の
影響を受け
た生活者等
に対して事
業の効果が
直接及ぶ

国のR6補正予算分（給付支援サービス分）　交付限度額④
にかかる交付対象経費

R7経済対策等にかかる本省繰越希望額記載欄
【調整後】本省繰越希望額

（R7補正により措置された推奨事業メニュー分　交付限度額⑥に係る希望額）
（交付限度額⑥を上限とする）

-                                                             

※【調整前】今回配分予定額
推奨事業メニュー（R7補正）交付限度額⑥

※【調整前】本省繰越額
国のR7補正予算分（推奨事業メニュー分）交付限度額⑥

本省繰越の追加希望額　手動入力分
（調整用）

-                                                                             

-                                                                             

276,279                                                                    

令和７年３月17日事務連絡に基づく追加分　交付限度額
※事務連絡は該当団体のみに通知

-                                                                             

交付限度額計 358,962                                                                    

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③　（令和７年７月18日通知分）

276,279                    

276,279                    

小計　交付限度額（R6経済対策分）

配分予定額計
国のR6補正等予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

給付費　交付限度額②
配分予定額計

国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③

配分予定額計
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

給付費　交付限度額②

配分予定額計
国のR7補正分（推奨事業メニュー分）

交付限度額⑥

小計　配分予定額計
（R7経済対策分）

交付対象経費(地方単独事業費)
（R6経済対策分）

推奨事業メニュー
※R7補正推奨事業メニュー①について、②～④にも
関連する場合は、M～O列に追加で選択してください。

【調整後】今回配分予定額
国のR7補正分（推奨事業メニュー分）

交付限度額⑥

交付対象経費(地方単独事業費)
（R7予備費分）

配分予定額計

小計　配分予定額計
（R6経済対策分）

配分予定額計
国のR7予備費分（推奨事業メニュー分）

交付限度額⑤

小計　配分予定額計
（R7予備費分）

（うち、食料品の物価高騰に対する特別加算分）

Ｂ
※参考

都道府県区分

令和７年３月17日事務連絡に基づく追加分 配分予定額計
※事務連絡は該当団体のみに通知

11,401                     

配分予定額計
国のR6補正予算分（給付支援サービス分）

交付限度額④

-                             

国のR7予備費分（推奨事業メニュー分）
交付限度額⑤　（令和7年5月27日通知分）

11,401                                                                      

小計　交付限度額（R7予備費分） 11,401                                                                      

国のR7補正分（推奨事業メニュー分）
交付限度額⑥　（令和7年12月１６日通知分）

276,279                                                                    

（うち、食料品の物価高騰に対する特別加算分） 65,798                                                                      

小計　交付限度額（R7経済対策分） 276,279                                                                    

11,401                     

地方公共団体名（コード有り）

電話番号

メールアドレス

国のR6補正等分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②　（今回追加分）

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③　（令和6年度本省繰越分）

小計　交付限度額②

国のR6補正分（推奨事業メニュー分）
交付限度額①　（令和6年度本省繰越分）

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②　（令和6年度本省繰越分）

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②　（令和７年７月18日通知分）

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②　（令和７年8月調査での追加分）

※該当団体のみ

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②　（今回追加分）

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②　（令和７年12月２日通知分）

担当者氏名 国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②にかかる交付対象経費

61,130                                                    

（うち、食料品の物価高騰に対する特別加算分） 65,798

65,798                     

令和７年度　物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金実施計画

対象外経費
に臨時交付
金を充当し
ていない

枠

担当部局課名 -                                                            

08364

【08_茨城県】

08364_茨城県大子町

国のR6補正予算分（推奨事業メニュー分）　交付限度額①
にかかる交付対象経費

地

方

単

独

事

業

「推奨事業メニュー例よりも更に効
果があると判断する地方単独事業」
を選択した場合の、より効果がある
と考える理由

交付対象事業の名称
経済対策等との関

係 総事業費

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③　（令和７年8月調査での追加分）

※該当団体のみ

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③　（令和７年12月２日通知分）

-                             


